
入 会 届 
FCゼブラキッズ松山城西(味生.２.たちばなスポーツ少年団)規約 ・【細則】誓約事項 

▼規 約 

■名称 

第１条 本クラブは FCゼブラキッズ松山城西、スポーツ少年団登録を

味生.２.たちばなサッカースポーツ少年団とする。（以下、ゼブラ城西 

■目的 

第２条 サッカーを通じての人格形成と心身の健全な発達、並びに地域

スポーツ文化の発展に寄与することを目的とする。 

■指導方針 

第３条 本クラブは年代に応じたサッカーの体力、技術、戦術を理解さ

せ、各カテゴリに応じた選手の育成を目標とする 

■入会資格 

第４条 本クラブ入会は、本クラブの趣旨に賛同した者で、意欲を持っ

て取り組めるものとする。 

■入会手続き 

第５条 入会者は本規約、細則の内容に同意し、誓約の署名捺印したう

えでクラブに提出しなければならない。 

■会費等 

第６条 入会者は年度会費、クラブ費、サッカー協会登録費（学年によ

る）、スポーツ少年団登録費、施設利用料（照明費等）、を案内に従い納

入しなければならない。 

■保険 

第７条 入会者は入会と同時にスポーツ保険に加入（会員負担、手続き

はクラブにて行う）しなければならない。事故が発生した場合の補償、

責任は保険会社の約定通りとする。（細則参照） 

■加盟登録 

第８条 入会者は松山市スポーツ少年団に味生.２.たちばなサッカース

ポーツ少年団、日本サッカー協会に FCゼブラキッズとして加盟登録す

る。登録費は会員負担とする。なお、スクール生として入会の場合はこ

の限りでない。 

■遠征費等 

第９条 試合、合宿、のために遠征する場合は、交通費、宿泊費、その

他の参加必要経費は原則として会員負担とする。 

■健康管理 

第１０条 会員の健康状態に関しては常に保護者が責任を持って管理す

るものとする。 

■負傷時の処置 

第１１条 会員が練習時、試合時又はそれに準じた状況で負傷した場合

は本クラブが応急処置を行うものとする。その後については保護者と協

議し決定する。 

■除名 

第１２条 本クラブは本規約に違反し、または本クラブの名誉を損なう

等、会員としてふさわしくないと判断したものを除名することができ

る。（細則参照） 

■免責 

第１３条 本クラブの諸規則や学校からの遵守事項、スタッフ等の指示

に従わず発生した事故、盗難について本クラブは損害賠償しない。 

■個人情報保護 

第１４条 会員の個人情報保護・管理については細則による。 

■非常事態について 

第１５条 自然災害、疫病、大規模災害等による非常事態時は国・県・

市の指示に従い対応する。それに関する事項については都度協議する。 

■付則 

第１６条 本クラブは必要に応じて随時本規約を改正することができ

る。また、本規約に定めのない事項について内規、細則を定めることが

できる。 

第１条 活動中又は試合（練習）の移動中に生じた事故で（財）スポー

ツ安全協会のスポーツ保険（A１）適応外の全て保護者にて負担し、当

クラブ又は運営人に異議申し立てや損害賠償の要求はいたしません。   

スポーツ安全協会 HP：http://www.sportsanzen.org/hoken/ 

 

第２条 当クラブは学校とは別に活動する団体であるので学校（先生）

にクラブ内のことで異議申し立て等の行動は取りません。 

 

第３条 車移動中の事故等に関して 

 

第１項 対外試合や練習等に伴う移動中、運転者及び同乗者(クラブ生

及び、その保護者等・同乗のクラブ生）に「災害等」が発生すればその

車が加入している保険の適応範囲内で対処します。 

 

第２項 前項に関連して保険の適応範囲外は全て運転手及び同乗者(ク

ラブ生及び、その保護者等・同乗のクラブ生）のそれぞれが負担するも

のとしお互いに異議申し立ては絶対に致しません。 

 

第３項 第１項に関連して、相対する障害及び物損事故は、事故の当事

者（運転手）の責任において全て対処します。 

 

第４項 規約並びに細則３条についてゼブラ城西の代表者並びにスタッ

フに絶対に異議申し立て、賠償請求等はいたしません。 

 

第４条 ゼブラ城西の運営について 

 

第１項 各試合会場及び学校敷地内での喫煙・飲酒はいたしません。喫

煙指定の場所がある場合は定められた場所で行ない、喫煙マナーを守り

ます。 

 

第２項 練習方法、試合へのエントリー方法に関して一切異議申し立て

いたしません。 

 

第３項 保護者は観戦・応援時におけるマナーを守り、選手の見本とな

るよう心掛けます。 

 

第４項 大会、練習試合等に係る遵守事項に従います。 

 

第５条 クラブホームページ、SNS等への選手の写真掲載等に同意し

協力します。 

 

第６条 大規模災害、自然災害、疫病等による非常事態時は国・県・市

の通知、通達、指示を準用したクラブの指示に従い異議申し立ていたし

ません。 

 

第７条 この入会届（誓約書）をもって入会となり有効期間は提出日に

始まり退会（卒団）までとします。（途中、改定により再提出あり） 

 

以上、上記運営方針に相反する行動を取りゼブラ城西から退会となって

も一切異議申し立ていたしません。 

この提出書類に伴う個人情報（一斉メール時のアドレス、LINE ID等

を除く）の保護についてはクラブにて管理します。 

 

FCゼブラキッズ松山城西(味生.２.たちばなサッカースポーツ少年団)代表者 殿                       

※上記規約、細則（誓約事項）を確認し誓約します。                                年   月   日 

ふりがな 

氏 名 

 

保護者氏名                          印 

住所 〒   － 保護者勤務先 

勤務先電話番号 

生年月日（西暦） LINE ID 携帯電話 

学校名 現学年  

携帯メールアドレス 

健康上特に注意すること 

 

http://www.sportsanzen.org/hoken/

